
家庭科の授業で弁護士による消費者問題出前講座が開催されました！！ 

 

成人年齢を現行の２０歳から１８歳に引き下げる改正民法が２０２２年４月１日に施行

されるのを前に、本校では２０２２年に成人になる１年生全クラスを対象に広島市消費

生活センターの紹介で広島弁護士会の方に出前講座を実施していただきました。  

 

成人年齢が１８歳に引き下げられることで、これまでのように保護者の同意なく契約し

た場合に、原則取り消せる未成年者取消権が１８歳、１９歳は適用されなくなり、若年

層、特に高校３年生への消費者トラブルの拡大が危惧されています。そのため消費

者被害にあわないための注意喚起と、消費者としての意識啓発を図るのがねらいで

す。 

 

実際に弁護士の話を聞く中で、生徒たちは３年後には成人になるという自覚とそれに

伴い起こりうる危険性を学びました。また、主体的な消費者としてよりよい消費行動に

ついて考えていました。 

 

5月 28日はホームテレビ、広島テレビ、中国新聞の取材を受け、テレビや新聞に紹介

されました。 

 

 

 

 

 


